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廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 新 旧 対 照 表 

 

 改 正 後 改 正 前 
○ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 ○ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 

平 成 四 年 七 月 四 日 規 則 第 五 十 五 号 平 成 四 年 七 月 四 日 規 則 第 五 十 五 号 

  

第 一 条 ～ 第 四 条 の 二 （ 略 ） 第 一 条 ～ 第 四 条 の 二 （ 略 ） 

 （ 二 以 上 の 事 業 者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 認 定 証 の 書 換 え 交 付

及 び 再 交 付 ） 

 

第 四 条 の 三 法 第 十 二 条 の 七 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 は 、 認 定 証 の 記 載 事 項

に 変 更 が 生 じ た と き 又 は 認 定 証 を 破 り 、 汚 し 、 若 し く は 失 っ た と き は 、 速

や か に 知 事 に 認 定 証 の 書 換 え 交 付 又 は 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 別 記 様 式 第 二 十 五 号 の 二 に よ る 申 請 書 に よ る

も の と す る 。 

 

３ 前 項 の 申 請 書 に は 、 認 定 証 を 失 っ た 場 合 を 除 く ほ か 、 申 請 者 が 既 に 交 付

を 受 け て い る 認 定 証 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 二 以 上 の 事 業 者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 認 定 証 の 返 納 ）  

第 四 条 の 四 法 第 十 二 条 の 七 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 は 、 速 や か に 知 事 に 認 定 証 を 返 納 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

 一 認 定 証 の 再 交 付 を 受 け た 者 が 、 失 っ た 認 定 証 を 発 見 し た と き 。  

 二 認 定 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

（ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 等 の 変 更 の 届 出 に 係 る 添 付 書 類 ） （ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 等 の 変 更 の 届 出 に 係 る 添 付 書 類 ） 

第 四 条 の 五 （ 略 ） 第 四 条 の 三 （ 略 ） 

  

第 五 条 ～ 第 十 八 条 （ 略 ） 第 五 条 ～ 第 十 八 条 （ 略 ） 

（ 最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 ） （ 最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 ） 

第 十 九 条 法 第 十 九 条 の 十 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 の

請 求 書 は 、 別 記 様 式 第 三 十 四 号 に よ る も の と す る 。 

第 十 九 条 法 第 十 九 条 の 十 一 第 三 項 の 規 定 に よ る 最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 の

請 求 書 は 、 別 記 様 式 第 三 十 四 号 に よ る も の と す る 。 
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 改 正 後 改 正 前 
第 二 十 条 ～ 第 二 十 六 条 （ 略 ） 第 二 十 条 ～ 第 二 十 六 条 （ 略 ） 

  

別 表 第 一 （ 略 ） 別 表 第 一 （ 略 ） 

別 表 第 二 （ 第 二 十 六 条 関 係 ） 別 表 第 二 （ 第 二 十 六 条 関 係 ） 

 提 出 書 類 提 出 部 数 提 出 先   提 出 書 類 提 出 部 数 提 出 先  

 （ 略 ）     （ 略 ）    

 二 以 上 の 事 業 者 に よ る

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る

特 例 認 定 申 請 書 （ 省 令 第

八 条 の 三 十 八 の 四 ） 

二 以 上 の 事 業 者 に よ る

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る

特 例 認 定 変 更 申 請 書 （ 省

令 第 八 条 の 三 十 八 の 六 ） 

二 以 上 の 事 業 者 に よ る

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る

特 例 認 定 報 告 書 （ 省 令 第

八 条 の 三 十 八 の 十 一 ） 

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業

許 可 申 請 書 （ 省 令 第 九 条

の 二 ） 

産 業 廃 棄 物 処 分 業 許 可

申 請 書 （ 省 令 第 十 条 の 四 ） 

産 業 廃 棄 物 処 理 業 の 事

業 範 囲 変 更 許 可 申 請 書

（ 省 令 第 十 条 の 九 ） 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 収

集 運 搬 業 許 可 申 請 書 （ 省
一 部 一  収 集 若 し く は 運 搬 又 は

再 生 輸 送 の み を 行 う 場 合

に は 、 当 該 事 業 場 の 住 所 又

は 事 務 所 の 所 在 地 を 所 管

す る 厚 生 環 境 事 務 所 （ 当 該

所 在 地 が 厚 生 環 境 事 務 所

の 支 所 の 担 当 区 域 内 で あ

る と き は 当 該 支 所 、 広 島

市 、 呉 市 及 び 県 外 に の み 住

所 又 は 事 務 所 を 有 す る と

き は 環 境 県 民 局 循 環 型 社

会 課 又 は 産 業 廃 棄 物 対 策

課 ） 

二  中 間 処 理 若 し く は 最 終

処 分 又 は 再 生 活 用 を 行 う

場 合 に は 、 当 該 事 業 の 用 に

供 す る 施 設 の 所 在 地 （ 海 洋

投 入 処 分 に あ っ て は 、 積 込

地 ） を 所 管 す る 厚 生 環 境 事

務 所 （ 当 該 所 在 地 が 厚 生 環

境 事 務 所 の 支 所 の 担 当 区

域 内 で あ る と き は 当 該 支

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業

許 可 申 請 書 （ 省 令 第 九 条

の 二 ） 

産 業 廃 棄 物 処 分 業 許 可

申 請 書 （ 省 令 第 十 条 の 四 ） 
産 業 廃 棄 物 処 理 業 の 事

業 範 囲 変 更 許 可 申 請 書

（ 省 令 第 十 条 の 九 ） 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 収

集 運 搬 業 許 可 申 請 書 （ 省
一 部 一  収 集 若 し く は 運 搬 又 は

再 生 輸 送 の み を 業 と す る

場 合 に は 、 当 該 事 業 場 の 住

所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を

所 管 す る 厚 生 環 境 事 務 所

（ 当 該 所 在 地 が 厚 生 環 境

事 務 所 の 支 所 の 担 当 区 域

内 で あ る と き は 当 該 支 所 、

広 島 市 、 呉 市 及 び 県 外 に の

み 住 所 又 は 事 務 所 を 有 す

る と き は 環 境 県 民 局 循 環

型 社 会 課 又 は 産 業 廃 棄 物

対 策 課 ） 

二  中 間 処 理 若 し く は 最 終

処 分 又 は 再 生 活 用 を 業 と

す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 の

用 に 供 す る 施 設 の 所 在 地

（ 海 洋 投 入 処 分 に あ っ て

は 、 積 込 地 ） を 所 管 す る 厚

生 環 境 事 務 所 （ 当 該 所 在 地

が 厚 生 環 境 事 務 所 の 支 所

の 担 当 区 域 内 で あ る と き
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 改 正 後 改 正 前 

令 第 十 条 の 十 二 ） 
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

分 業 許 可 申 請 書 （ 省 令 第

十 条 の 十 六 ） 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

理 業 の 事 業 範 囲 変 更 許 可

申 請 書 （ 省 令 第 十 条 の 二

十 二 ） 

所 、 当 該 施 設 が 移 動 可 能 な

施 設 又 は 当 該 施 設 の 所 在

地 が 二 以 上 の 厚 生 環 境 事

務 所 又 は そ の 支 所 の 所 管

に ま た が る と き は 主 た る

営 業 区 域 又 は 主 た る 施 設

の 所 在 地 を 所 管 す る 厚 生

環 境 事 務 所 （ 当 該 営 業 区 域

又 は 所 在 地 が 厚 生 環 境 事

務 所 の 支 所 の 担 当 区 域 内

で あ る と き は 、 当 該 支 所)) 

令 第 十 条 の 十 二 ） 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

分 業 許 可 申 請 書 （ 省 令 第

十 条 の 十 六 ） 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

理 業 の 事 業 範 囲 変 更 許 可

申 請 書 （ 省 令 第 十 条 の 二

十 二 ） 

は 当 該 支 所 、 当 該 施 設 が 移

動 可 能 な 施 設 又 は 当 該 施

設 の 所 在 地 が 二 以 上 の 厚

生 環 境 事 務 所 又 は そ の 支

所 の 所 管 に ま た が る と き

は 主 た る 営 業 区 域 又 は 主

た る 施 設 の 所 在 地 を 所 管

す る 厚 生 環 境 事 務 所 （ 当 該

営 業 区 域 又 は 所 在 地 が 厚

生 環 境 事 務 所 の 支 所 の 担

当 区 域 内 で あ る と き は 、 当

該 支 所)) 

 産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 届 出 書 （ 省 令 第 八 条 の

二 の 四 及 び 省 令 第 八 条 の

二 の 七 ） 

二 部    産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 届 出 書 （ 省 令 第 八 条 の

二 の 四 及 び 省 令 第 八 条 の

二 の 七 ） 

二 部   

 産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 変 更 届 出 書 （ 省 令 第 八

条 の 二 の 五 ） 

    産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 変 更 届 出 書 （ 省 令 第 八

条 の 二 の 五 ） 

   

 産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 廃 止 届 出 書 （ 省 令 第 八

条 の 二 の 六 ） 

    産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保

管 廃 止 届 出 書 （ 省 令 第 八

条 の 二 の 六 ） 

   

 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 届 出 書 （ 省 令

第 八 条 の 十 三 の 五 及 び 省

令 第 八 条 の 十 三 の 六 ） 

    特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 届 出 書 （ 省 令

第 八 条 の 十 三 の 五 及 び 省

令 第 八 条 の 十 三 の 六 ） 

   

 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 変 更 届 出 書

    特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 変 更 届 出 書
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 改 正 後 改 正 前 

（ 省 令 第 八 条 の 十 三 の

六 ） 

（ 省 令 第 八 条 の 十 三 の

六 ） 

 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 廃 止 届 出 書

（ 省 令 第 八 条 の 十 三 の

六 ） 

    特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 事

業 場 外 保 管 廃 止 届 出 書

（ 省 令 第 八 条 の 十 三 の

六 ） 

   

 二 以 上 の 事 業 者 に よ る

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る

特 例 認 定 変 更 ・ 廃 止 届 出

書 （ 省 令 第 八 条 の 三 十 八

の 八 及 び 第 八 条 の 三 十 八

の 十 ） 

        

 産 業 廃 棄 物 処 理 業 廃

止 ・ 変 更 届 出 書 （ 省 令 第

十 条 の 十 ） 

    産 業 廃 棄 物 処 理 業 廃

止 ・ 変 更 届 出 書 （ 省 令 第

十 条 の 十 ） 

   

 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

理 業 廃 止 ・ 変 更 届 出 書 （ 省

令 第 十 条 の 二 十 三 ） 

    特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処

理 業 廃 止 ・ 変 更 届 出 書 （ 省

令 第 十 条 の 二 十 三 ） 

   

 二 以 上 の 事 業 者 に よ る

産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る

特 例 認 定 証 書 換 え ・ 再 交

付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 二

十 五 号 の 二 ） 

一 部     一 部   

 産 業 廃 棄 物 処 理 業 ・ 特

別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業

許 可 証 書 換 え ・ 再 交 付 申

請 書 （ 別 記 様 式 第 二 十 六

号 ） 

    産 業 廃 棄 物 処 理 業 ・ 特

別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業

許 可 証 書 換 え ・ 再 交 付 申

請 書 （ 別 記 様 式 第 二 十 六

号 ） 
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 改 正 後 改 正 前 

 再 生 利 用 業 個 別 指 定 申

請 書 （ 別 記 様 式 第 二 十 七

号 ） 

    再 生 利 用 業 個 別 指 定 申

請 書 （ 別 記 様 式 第 二 十 七

号 ） 

   

 再 生 利 用 業 個 別 指 定 事

業 範 囲 の 変 更 申 請 書 （ 別

記 様 式 第 二 十 八 号 ） 

    再 生 利 用 業 個 別 指 定 事

業 範 囲 の 変 更 申 請 書 （ 別

記 様 式 第 二 十 八 号 ） 

   

 再 生 利 用 業 個 別 指 定 証

書 換 え ・ 再 交 付 申 請 書 （ 別

記 様 式 第 三 十 二 号 ） 

    再 生 利 用 業 個 別 指 定 証

書 換 え ・ 再 交 付 申 請 書 （ 別

記 様 式 第 三 十 二 号 ） 

   

 （ 略 ）     （ 略 ）    

 有 害 使 用 済 機 器 保 管 等

届 出 書 （ 省 令 第 十 三 条 の

三 ） 

二 部  主 た る 事 業 場 の 所 在 地 を

所 管 す る 厚 生 環 境 事 務 所 （ 当

該 所 在 地 が 厚 生 環 境 事 務 所

の 支 所 の 担 当 区 域 内 で あ る

と き は 、 当 該 支 所 ） 

  （ 新 設 ）    

 有 害 使 用 済 機 器 保 管 等

変 更 届 出 書 （ 省 令 第 十 三

条 の 四 ） 

       

 有 害 使 用 済 機 器 保 管 等

廃 止 届 出 書 （ 省 令 第 十 三

条 の 十 一 ） 

       

  

  

様 式 第 １ 号 ～ 様 式 第25 号 （ 略 ） 様 式 第 １ 号 ～ 様 式 第25 号 （ 略 ） 

  

  （ 新 規 ） 
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 改 正 後 改 正 前 
様 式 第25 号 の ２ （ 第 ４ 条 の ３ 関 係 ） （ 新 設 ） 

二 以 上 の 事 業 者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 認 定 証 

書 換 え 

交 付 申 請 書 
 

再 

                       平 成  年  月  日  

 広 島 県 知 事 様  

           申 請 者 

            住 所 

            氏 名 

           （ 法 人 に あ っ て は ， 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 

                   電 話 番 号 

            住 所 

            氏 名 

           （ 法 人 に あ っ て は ， 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 

                   電 話 番 号 

 

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 第 ４ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 二 以 上   

の 事 業 者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 認 定 証 の  

書 換 え 

交 付 に つ い て ， 次  
 

再 

の と お り 申 請 し ま す 。  

 

認 定 年 月 日   平 成  年  月  日 
  

 

認 定 番 号   第      号 
  

 

申 請 の 理 由  
   

    

 

備 考 
   

    

  注 １ 不 用 の 文 字 は ， 消 す こ と 。  

    ２ 「 申 請 者 」 に は ， 認 定 を 受 け た 者 の 全 て を 記 載 す る こ と 。  

    ３ 用 紙 の 大 き さ は ， 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ と す る こ と 。  
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 改 正 後 改 正 前 
様 式 第26 号 ～ 様 式 第33 号 （ 略 ） 

 

様 式 第26 号 ～ 様 式 第33 号 （ 略 ） 

 

様 式 第34 号 （ 第19 条 関 係 ） 

 

最 終 処 分 場 台 帳 閲 覧 請 求 書 

 

平 成   年  月  日   

 

（ 略 ） 

          

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第19 条 の 12 第3 項 の 規 定 に よ り ，  

一 般 廃 棄 物 

産 業 廃 棄 物 

最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 に つ い て ， 次 の と お り 請 求 し ま す 。  

（ 略 ） 

様 式 第34 号 （ 第19 条 関 係 ） 

 

最 終 処 分 場 台 帳 閲 覧 請 求 書 

 

平 成   年  月  日   

 

（ 略 ） 

          

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第19 条 の 11 第3 項 の 規 定 に よ り ，  

一 般 廃 棄 物 

産 業 廃 棄 物 

最 終 処 分 場 の 台 帳 の 閲 覧 に つ い て ， 次 の と お り 請 求 し ま す 。  

（ 略 ） 

 

様 式 第35 号 ～ 様 式 第39 号 （ 略 ） 様 式 第35 号 ～ 様 式 第39 号 （ 略 ） 

  

 

 


